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『
東
大
寺
法
華
堂
要
録
』
小
考
―
僧
団
「
記
録
」
の
覚
書

横
内　
裕
人

は
じ
め
に

本
科
研
に
お
い
て
筆
者
は
、
東
大
寺
所
蔵
『
東
大
寺
法
華
堂
要
録1

』（
以
下
、『
要

録
』）
の
校
訂
本
作
成
を
担
当
し
た
。
本
書
は
『
続
々
群
書
類
従
』
五
記
録
部
に
翻

刻
さ
れ
、
一
般
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
『
続
々
群
書
類
従
本
』
は
、
字
句
の
誤

り
が
多
く
、
利
用
に
は
注
意
を
要
す
る
。
そ
こ
で
、
原
本
の
写
真
帳
を
用
い
て
新
た

に
翻
刻
し
、
影
写
本
（「
不
空
菴
文
庫
」
旧
蔵
、
早
稲
田
大
学
所
蔵2

）
を
参
照
し
て

校
本
を
作
成
し
た
。
校
本
は
目
下
整
理
中
で
別
途
公
開
を
予
定
し
て
い
る
。

校
訂
作
業
で
得
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
、『
要
録
』
に
つ
い
て
の
性
格
を
考
察
し

た
結
果
、
本
書
制
作
の
過
程
や
撰
述
の
目
的
な
ど
新
し
い
知
見
が
得
ら
れ
た
。
こ
こ

に
紙
面
を
借
り
て
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
　『
要
録
』
の
性
格

（
1
）
日
記
の
概
要

『
東
大
寺
法
華
堂
要
録
』（
以
下
、『
要
録
』）
は
、
東
大
寺
法
華
堂
衆
が
著
し
た
記

録
と
し
て
ひ
ろ
く
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
書
誌
に
つ
い
て
は
『
国
史
大
辞
典
』

の
堀
池
春
峰
氏
執
筆
解
説
が
詳
し
い
。
以
下
、
少
々
長
い
が
、
全
文
を
掲
げ
る
（
傍

線
は
横
内
。
以
下
同
。）。

長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
四
月
か
ら
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
六
月
の
間
、

東
大
寺
法
華
堂
衆
の
一
僧
侶
が
記
し
た
日
記
。
東
大
寺
図
書
館
蔵
。
袋
綴
装
。

墨
付
七
十
三
枚
。
縦
二
四
・
五
セ
ン
チ
、
幅
一
九
・
五
セ
ン
チ
。
料
紙
楮
紙
。
文

明
四
年
十
二
月
条
に
同
六
年
か
ら
十
二
年
の
間
は
著
者
の
意
向
で
記
載
し
な

か
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
注
記
が
あ
る
が
、
原
本
で
は
文
明
五
年
か
ら
同
十
三
年

の
九
年
間
の
記
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。『
寺
辺
之
記
』
と
と
も
に
十
五
世
紀

後
半
期
に
お
け
る
著
者
の
眼
に
映
じ
た
世
相
の
動
向
を
示
す
点
で
興
味
深
い
も

の
が
あ
る
。
応
仁
の
乱
前
後
の
記
載
が
中
心
で
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
九

月
の
将
軍
足
利
義
政
の
南
都
巡
礼
の
記
、
乱
前
後
に
勃
発
し
た
馬
借
・
土
一
揆

に
堂
衆
が
筒
丸
腹
当
や
楯
を
持
っ
て
防
禦
に
出
動
し
た
有
様
、「
京
都
大
変
条
々

ノ
事
」
の
一
条
を
設
け
て
、
乱
勃
発
に
あ
た
っ
て
の
細
川
・
山
名
両
軍
の
攻
防

と
京
都
焼
亡
の
こ
と
を
記
載
す
る
。
伝
聞
な
ど
に
よ
る
と
は
い
い
な
が
ら
『
応

仁
記
』
な
ど
と
対
比
し
て
そ
の
記
載
は
鮮
明
で
あ
る
。
世
上
動
乱
の
中
に
寺
中

で
は
尊
勝
院
大
般
若
会
や
仁
王
講
・
受
戒
会
・
修
正
会
な
ど
が
ど
う
に
か
行
わ

れ
た
こ
と
、
興
福
寺
で
は
春
日
若
宮
神
事
・
八
講
や
維
摩
会
が
開
催
さ
れ
た
こ

と
を
略
記
し
て
い
る
。『
続
々
群
書
類
従
』記
録
部
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

原
本
の
紙
背
に
は
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
正
月
の
八
幡
講
頭
役
定
状
を
は
じ

め
、
永
享
―
文
安
年
間
（
一
四
二
九
―
四
九
）
の
消
息
や
補
任
状
・
連
哥
懐
紙

な
ど
が
み
ら
れ
る
。

堀
池
氏
は
、
本
書
を
法
華
堂
衆
の
僧
侶
個
人
の
日
記
と
す
る
。
日
次
記
に
加
え
て
、

特
筆
す
べ
き
事
項
（
将
軍
義
政
の
南
都
巡
礼
や
土
一
揆
、京
都
大
乱
に
関
す
る
事
柄
）

を
纏
め
た
別
記
を
織
り
込
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
。
注
意
が
必
要
な
の
は
、
二
重
下

線
部
の
よ
う
に
筆
者
が
記
述
を
省
略
し
た
箇
所
で
あ
る
。
当
該
箇
所
の
原
文
は
「
文

明
六
〈
甲
／
午
〉
同
七
〈
乙
／
未
〉
同
八
〈
丙
／
申
〉
同
九
〈
丁
／
酉
〉
同
十
〈
戊

／
戌
〉
同
十
一
〈
己
／
亥
〉［　

］
二
〈
庚
／
子
〉
無
殊
事
ニ
ヨ
テ
不
記
之
、」
と
あ

る
。
十
二
年
も
の
長
期
間
、
日
記
を
記
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
般
に
い
う

日
次
記
と
す
る
に
は
や
や
違
和
感
を
覚
え
る
。
本
文
は
お
お
む
ね
日
付
順
に
記
さ
れ
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て
い
る
が
、
ま
ま
日
付
が
前
後
す
る
箇
所
が
散
見
す
る
。『
要
録
』
は
、
こ
れ
と
は

別
に
記
さ
れ
た
日
次
記
を
抄
出
し
た
編
録
書
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

以
上
の
情
報
を
共
有
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
書
誌
情
報
を
確
認
し
て
い
く
。

ま
ず
体
裁
に
つ
い
て
。
表
紙
は
、
本
文
料
紙
よ
り
や
や
厚
手
の
素
紙
を
用
い
、
外

題
「
東
大
寺
法
華
堂
要
録
」
を
記
す
（
図
１
）。
料
紙
は
、
素
紙
あ
る
い
は
文
書
の

反
故
を
用
い
て
い
る
。
料
紙
の
大
き
さ
も
数
種
あ
り
、
執
筆
を
継
続
し
料
紙
が
不
足

す
る
と
、
そ
の
都
度
、
新
た
な
料
紙
を
足
し
て
い
っ
た
ら
し
い
。
表
紙
・
本
文
の
料

紙
の
天
地
は
丸
く
化
粧
裁
ち
さ
れ
て
お
り
、
天
地
の
文
字
に
欠
損
が
見
ら
れ
る
（
図

１
・２
）。
天
地
に
は
焼
損
の
痕
跡
が
あ
り
、
焼
損
し
て
炭
化
し
た
天
地
を
修
理
の
際

に
裁
断
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

本
文
の
筆
跡
は
、
楷
書
に
近
い
も
の
か
ら
極
端
に
崩
し
た
も
の
ま
で
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
文
一
筆
と
見
ら
れ
る
。
外
題
は
本
文
の
筆
跡
に
酷
似
し

て
お
り
、外
題
は
筆
者
自
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、筆
者
は
、本
書
を
「
要0

録0

」、
す
な
わ
ち”

法
華
堂
の
重
要0

事
を
記
録0

し
た
書
”
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ

と
に
な
る3

。

つ
ぎ
に
記
載
方
法
に
つ
い
て
。
本
書
は
前
述
の
よ
う
に
一
部
に
空
白
期
間
を
挟
む

が
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
四
月
か
ら
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
六
月
ま
で
の

二
五
年
間
分
を
記
録
対
象
に
し
て
い
る
。
一
年
ご
と
に
記
述
内
容
を
纏
め
て
お
り
、

「
一
、七
月
十
七
日
ヨ
リ
…
」
な
ど
と
、
案
件
ご
と
に
箇
条
書
き
に
す
る
。
た
だ
し
、

日
付
が
な
い
も
の
（
小
字
傍
注
で
追
記
さ
れ
る
例
「
一
、〈
卯
月
廿
八
日
〉
執
金
剛

神
御
宝
前
水
曳
…
」（
１
０
オ
））
や
、
日
付
が
前
後
す
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
年
に

よ
っ
て
粗
密
の
差
が
大
き
い
。

つ
ぎ
に
筆
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
本
文
の
筆
跡
は
、
こ
の
こ
ろ
法
華
堂
衆
の
ひ

と
り
で
あ
っ
た
延
恵
の
も
の
と
判
断
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
延
恵
自
筆
に
な
る
長
禄

二
年
（
一
四
五
九
）
三
月
日
燈
明
料
所
地
子
注
文4

（
図
４
）
の
筆
跡
と
『
要
録
』
本

文
の
そ
れ
が
一
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
図
５
①
～
⑤
）。

延
恵
は
、
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）・
長
禄
三
年
（
一
四
五
八
）
の
文
書
に
「
筆

師
大
法
師
延
恵
」
と
し
て
署
判
し
て
い
る5

。
法
華
堂
衆
に
お
け
る
筆
師
の
役
割
は

明
確
で
は
な
い
が
、
堂
衆
発
給
文
書
に
諸
進
（
日
下
）・
堂
司
（
奥
）
と
と
も
に
日

下
次
行
に
連
署
す
る
も
の
が
散
見
す
る6

。
堂
衆
の
書
記
役
と
し
て
文
書
の
作
成
・

管
理
や
衆
議
の
記
録
役
に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
長
禄
三
年
九
月
日
家

長
田
地
寄
進
状
案
は
、
寄
進
状
を
「
懸
札
」
に
記
す
た
め
、
同
月
八
日
に
作
成
さ
れ

た
草
案
で
あ
る7

。
寄
進
を
衆
中
に
披
露
す
る
際
読
み
上
げ
る
た
め
か
、
本
文
の
漢

字
に
は
読
み
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
（
図
６
）。
法
華
堂
衆
中
に
と
り
重
要
な
文
書

で
あ
る
。
案
文
の
筆
者
の
名
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
あ
き
ら
か
に
全
文
、
延
恵
の
筆

跡
で
あ
る
。

ま
た
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
十
月
七
日
法
華
堂
衆
書
状
案8

は
本
文
に
追
筆
や

抹
消
の
訂
正
痕
が
あ
り
、
書
状
の
草
案
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
延
恵
の
筆
跡
で

あ
る
（
図
７
）。
法
華
堂
衆
の
全
体
意
思
を
書
状
に
ま
と
め
る
作
業
を
延
恵
が
行
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
筆
師
た
る
延
恵
が
法
華
堂
衆
の
書
記
担
当
役
の
立
場
に
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。

延
恵
は
、『
要
録
』
中
の
二
十
六
箇
所
の
記
事
に
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
他
の
僧

侶
の
登
場
回
数
を
大
き
く
上
回
り
、
延
恵
と
『
要
録
』
と
の
特
別
な
関
係
を
示
唆
し

て
い
る
。

延
恵
が
登
場
す
る
例
を
挙
げ
る
と
、『
要
録
』
寛
正
七
年
十
月
五
日
条
で
は
、

《
十
月
五
日
戌
剋
》　

］
東
室
殿
御
出
家
、
御
実
名
、
御
戒
師
上
坊
春
道
大
《
長
》

［　

］、
兼
日
ヨ
リ
召
ル
ヽ
間
、
如
何
之
由
、
延
恵
ニ
談
合
ノ
間
、
当
［　

］
受

戒
会
ニ
出
仕
セ
ス
云
々
、
シ
カ
ラ
ハ
当
年
ハ
カ
リ
延
恵
出
ス
シ
テ
、《
出
仕
セ
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図 1　表紙
図 2　裏表紙

図 3　見返・1オ
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A 〜 E　燈明料所地子注文（図 4）
a 〜 e　『要録』（図 1 〜 3）

図 4　燈明料所地子注文（宝珠院文書 7函 8号）

図 5②

b B
c C

a A

図 5①

図 5③

図 5④

d D

図 5⑤

e E

端裏書
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図 6　家長田地寄進状案（宝珠院文書 3巻 68 号）

図 7　法華堂衆書状案（京都大学所蔵宝珠院文書 3巻 11 号）

端裏書
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ハ
沙
弥
戒
和
上
タ
ル
ヘ
シ
》、
春
道
大
出
ラ
ル
ヘ
キ
由
申
定
了
、
頗
ル
潤
色
ノ

儀
也
、
鈍
色
ニ
青
甲
ニ
テ
、
作
法
ト
サ
タ
シ
テ
、
世
俗
［　

］
安
楽
坊
ノ
局
ニ

テ
受
用
ス
ト
云
々
、
明
ル
朝
御
俗
服
ノ
直
垂
ト
送
リ
催
ル
ト
云
々
、

と
あ
る
。
文
脈
上
、
延
恵
が
『
要
録
』
の
記
主
で
あ
っ
て
も
違
和
感
は
な
く
、
他
の

箇
所
に
つ
い
て
も
同
様
と
判
断
す
る
。

以
上
か
ら
、『
要
録
』
は
法
華
堂
衆
の
書
記
役
延
恵
の
手
に
な
る
法
華
堂
の
要
事

記
録
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
る
。

（
2
）『
雑
記
』
と
の
関
係

法
華
堂
衆
が
作
成
し
た
記
録
類
に
つ
い
て
は
、
菊
地
大
樹
氏
の
分
析
が
あ
る9

。

菊
地
氏
は
、『
要
録
』
の
ほ
か
、『
旧
記
抜
書
』（
薬
師
院
文
書
第
二
記
録
部
一
五
九

号
）
と
『
雑
記
』（
東
大
寺
宝
珠
院
所
蔵
）
の
二
種
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
前

者
『
旧
記
抜
書
』
は
装
訂
は
袋
綴
装
に
て
、
全
四
十
四
丁
。
嘉
吉
二
（
一
四
四
二
）

～
宝
徳
一
（
一
四
四
八
）
年
ま
で
の
連
続
し
た
記
録
で
、
一
部
に
文
明
十
一
年

（
一
四
七
九
）・
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
な
ど
の
記
事
が
散
見
す
る
。
ま
た
後
者
『
雑

記
』
は
、
装
訂
は
袋
綴
装
に
て
、
後
補
二
丁
・
五
十
三
丁
。
記
事
は
連
続
す
る
文
安

一
（
一
四
四
四
）
～
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
の
ほ
か
、応
永
二
十
二
（
一
四
一
五
）・

永
享
七
（
一
四
三
五
）・
同
十
一
・
文
明
三
（
一
四
七
一
）・
永
正
八
（
一
五
一
一
）

が
あ
り
、
大
破
・
錯
簡
が
認
め
ら
れ
る
。『
要
録
』
は
、
時
期
的
に
『
雑
記
』
に
続

く
も
の
で
、本
来
は
一
具
の
記
録
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。『
旧
記
抜
書
』『
雑

記
』
の
本
文
や
史
料
的
性
格
の
詳
細
は
菊
地
氏
の
論
考
を
俟
ち
た
い
。

『
旧
記
抜
書
』『
雑
記
』
と
『
要
録
』
と
の
関
係
を
一
言
す
る
と
、
両
者
の
収
録
日

時
は
重
な
ら
な
い
。『
雑
記
』
に
は
二
種
の
筆
跡
が
確
認
で
き
、そ
の
一
つ
は
『
要
録
』

と
同
筆
、す
な
わ
ち
筆
師
延
恵
筆
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
要
録
』
の
断
簡
が
『
雑

記
』に
混
入
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。『
要
録
』本
文
と『
雑
記
』に
紛
れ
て
い
る『
要

録
』
断
簡
と
の
接
続
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
　『
要
録
』
に
み
る
「
記
録
」
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

（
１
）「
記
録
」

①
「
記
録
」
の
作
成

『
要
録
』
は
法
華
堂
衆
の
宗
教
活
動
や
所
領
経
営
・
堂
舎
維
持
活
動
を
中
心
に
、

寺
内
・
寺
外
の
政
治
事
件
ま
で
多
種
多
様
の
事
件
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
室
町
殿

の
南
都
参
詣
や
馬
借
・
一
揆
の
蜂
起
、
応
仁
文
明
の
乱
に
ま
つ
わ
る
京
都
の
情
報
な

ど
興
味
深
い
史
料
が
あ
る
。
ま
た
法
華
堂
衆
の
組
織
・
昇
進
階
梯
や
当
行
な
ど
の
修

行
の
実
態
解
明
、
室
町
後
期
の
事
件
史
に
つ
い
て
興
味
深
い
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。

た
だ
、『
要
録
』
の
制
作
背
景
を
法
華
堂
衆
の
僧
団
経
営
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
研

究
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
筆
師
に
よ
る
堂
衆
集
団
の
意
志
決
定
と
伝
達
・
管

理
と
『
要
録
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

前
述
の
ご
と
く
『
要
録
』
は
、
堂
衆
に
と
っ
て
の
重
要
事
項
を
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
興
福
寺
西
金
堂
衆
の
座
席
に
つ
い
て
の
情
報
を
、「
事
ノ
次
ア
テ
此

事
存
知
ノ
間
記
置
者
也
」
と
情
報
共
有
の
た
め
に
書
き
留
め
て
い
る10

。
ま
た
応
仁

二
年
条
で
は
、「
伊
賀
国
新
別
符
マ
キ
レ
ト
テ
、
中
門
堂
ト
ノ
問
答
共
ノ
事
、
十
一

月
十
二
日
記
之
」
と
伊
賀
国
新
別
符
を
め
ぐ
り
相
論
し
て
い
た
中
門
堂
衆
と
の
問
答

の
内
容
を
摘
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
記
事
の
な
か
に
、
度
々
「
記
録
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。

長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
十
二
月
二
十
七
日
条
は
堂
衆
の
集
会
の
様
子
を
伝
え
て

い
る
。一

、十
二
月
廿
七
日
、
中
門
堂
手
水
屋
ニ
テ
申
貝
定
集
会
ア
リ
、
新
仁
王
講
供

料
半
分
年
内
ニ
下
行
ア
テ
、
残
正
月
十
五
日
中
可
下
行
由
、《
尊
勝
》
院
家
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ヨ
リ
御
侘
事
也
、
仍
衆
議
曰
、
力
ナ
ク
、
只
今
事
ハ
其
通
ニ
テ
、
於
後
々
□

年
内
ニ
下
行
ナ
ク
ハ
、
則
正
月
朔
日
ヨ
リ
閇
門
、
以
下
大
訴
ニ
及
ヘ
キ
記
録

ヲ
シ
テ
、
五
百
文
大
晦
日
ニ
《
半
》
下
行
［
、

一
、
尭
専
房
実
成
寺
住
ニ
ア
ラ
ス
ハ
、
交
衆
叶
ヘ
カ
ラ
ス
□ 

、
明
年
春
中
ヲ

可
待
申
之
由
、
堅
申
送
レ
畢
、

十
二
月
十
九
日
、
ス
ヽ
ハ
キ
ノ
時
ノ
事
也
、

一
、《
同
日
》
堂
司
人
未
入
峰
、
丑
時
等
ノ
行
ヲ
ヘ
ス
ハ
叶
マ
シ
キ
□
、
水
ニ

ア
ラ
サ
ル
人
、
律
宗
ニ
上
ル
マ
シ
キ
事
、
不
住
ノ
人
□
満
堂
記
録
ア
ル
ヘ
キ

ニ
テ
草
案
ア
リ
、
是
往
古
ノ
例
［

一
、《
同
日
》
上
坊
、
奥
坊
、
西
坊
等
ノ
公
坊
ニ
伝
ル
資
財
ノ
日
記
［　

］、
長

弘
、
良
実
、
実
専
惣
テ
出
サ
レ
畢
、

二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
両
堂
集
会
は
、
新
仁
王
講
供
料
を
め
ぐ
る
尊
勝
院
と
の
交

渉
で
、
尊
勝
院
へ
の
返
答
を
衆
議
で
決
定
し
て
お
り
、
尊
勝
院
か
ら
の
下
行
が
な
け

れ
ば
閉
門
・
大
訴
に
及
ぶ
と
の
「
記
録
」
を
し
た
と
記
す
。
こ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
、「
記

録
」
と
は
単
な
る
衆
議
記
録
（
東
寺
に
お
け
る
引
付
の
類
）
で
は
な
く
、
未
来
に
向

け
た
集
団
意
志
決
定
、
す
な
わ
ち
一
味
同
心
の
起
請
を
伴
う
決
議
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

窺
え
る
。

実
際
、
同
月
十
九
日
に
は
堂
司
の
資
格
を
め
ぐ
る
協
議
結
果
に
つ
い
て
「
満
堂
記

録
」
を
す
る
た
め
の
「
草
案
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
草
案
を
も
と
に
書
か
れ

た
と
思
し
い
正
文
が
、
同
日
付
法
華
堂
衆
等
連
署
置
文
で
あ
る11

。
堂
司
長
弘
・
筆

師
延
恵
・
諸
進
玄
祐
な
ど
合
計
十
二
名
が
署
判
し
て
「
法
華
堂
満
堂
衆
等
」
と
称
し
て
、

堂
衆
の
昇
進
階
梯
規
定
に
つ
い
て
集
団
意
志
決
定
を
行
い
置
文
に
認
め
た12

。
こ
の

置
文
の
筆
跡
は
、『
要
録
』
と
同
筆
、
す
な
わ
ち
筆
師
延
恵
の
手
に
な
る
も
の
と
判

断
で
き
る
。

堂
衆
の
「
記
録
」
と
し
て
見
え
る
も
の
の
う
ち
、
も
っ
と
も
古
い
時
期
の
も
の
に

貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）・
四
年
に
作
成
さ
れ
た
三
通
の
「
東
大
寺
律
家
評
定
記
録
」

が
あ
る13

。
書
出
と
書
止
を
抜
き
書
き
す
る
と
、

・
三
二
―
三
号
（
貞
和
三
年
十
月
二
十
日　

両
堂
諸
進
連
署
あ
り
）

（
書
出
）
一
、
記
録　

律
家
評
定
二
カ
条
事
／
右
件
子
細
者
、

（
書
止
）   

老
若
皆
参
会
合
之
評
定
、
事
切
之
間
、
及
律
家
沙
汰
人
記
録
畢
、
雖
為
向

後
可
被
（
守
カ
）
□
此
旨
、
記
録
之
状
、
如
件
、

・
三
二
―
四
号（
貞
和
四
年
十
月
三
日　

両
堂
諸
進
・
筆
師
・
止
住
僧
・
二
臈
連
署
あ
り
）

（
書
出
）   

貞
和
四
年
子
十
月
三
日
、
律
家
集
会
偁
二
箇
条
記
録
、
律
家
七
夜
導
師
読

経
僧
并
吉
祥
衆
之
間
事
／
右
子
細
者
、

（
書
止
）   

唱
律
家
厳
重
之
科
集
会
、
為
未
来
□
□
各
加
連
判
上
者
、
雖
為
向
後
、
可

被
守
堅
此
旨
、
莫
違
失
、

・
三
二
―
五
号
（
貞
和
四
十
月
十
一
日　

両
堂
諸
進
・
筆
師
・
沙
汰
人
連
署
あ
り
）

（
書
出
）   

記　

貞
和
四
年
十
一
月
十
五
日
律
家
評
定
偁
唐
禅
院
両
止
住
雑
事
分
地
分

事
／
右
西
方
者
、

（
書
止
）
如
先
規
可
致
沙
汰
之
、
為
後
代
記
之
、

と
な
る
。
書
式
は
い
ま
だ
定
型
と
な
っ
て
は
い
な
い
が
、い
ず
れ
も
律
家
の
評
定（
集

会
）
で
決
定
さ
れ
た
内
容
を
後
代
も
守
る
た
め
に
関
係
者
が
連
署
し
て
「
記
録
」
し

た
も
の
と
い
え
る14

。
こ
の
段
階
で
の
衆
議
に
「
一
味
同
心
」
の
儀
式
が
あ
っ
た
の

か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
約
一
世
紀
後
の
『
要
録
』
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
一
月

十
日
条
以
下
に
、

一
、
正
月
十
日
法
花
堂
集
会
始
、
以
後
中
門
堂
手
水
□
ニ
テ
新
仁
王
講
催
促
ア

リ
、
集
会
ア
リ
、

一
、
同
（
正
月
）
十
四
日
辰
定
五
十
文
科
ノ
集
会
中
手
水
屋
□
ア
リ
、
十
八
日



36東大寺

已
前
下
行
ナ
ク
ハ
、
十
九
日
ヨ
リ
遂
電
□
ヘ
キ
由
、
堅
書
状
ニ
テ
僧
都
経
真

方
へ
書
状
遣
了
、
一
味
同
心
タ
ル
ヘ
キ
神
水
記
録
ア
リ
、

と
の
記
事
が
あ
り
、「
一
味
同
心
」
を
誓
う
「
神
水
記
録
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
十
月
日
法
華
堂
老
若
同
心
評
定
記
録15

（
堂
司
以
下
十
二

名
連
署
）
は
、

（
書
出
）
記
録　

法
花
堂
老
若
同
心
評
定
曰
／
右
今
度
聖
法
師
罪
科
子
細
者
、

（
書
止
）
堅
一
味
評
定
也
、
仍
為
後
日
記
録
如
件
、

と
な
っ
て
お
り
、こ
こ
で
も
「
一
味
評
定
」
の
決
定
内
容
を
後
世
の
た
め
に
「
記
録
」

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
八
月
二
十
八
日
両
堂
衆
一
味
神
水
記
録16

と
い
う
文
書

が
伝
来
し
て
い
る
。「
記
録
夏
供
未
下
付
重
而
衆
議
曰
／
条
々
」
と
書
き
出
し
、以
下
、

五
カ
条
の
一
つ
書
を
列
挙
し
て
一
味
を
誓
約
し
て
い
る
。
本
文
末
尾
に
「
敬
白　

天

罰
起
請
文
事
」に
始
ま
る
神
文
が
掲
げ
ら
れ
、「
去
年
既
神
水
記
録
」せ
し
め
た
が
、「
重

而
令
記
録
畢
」
と
記
し
、
罰
文
に
二
月
堂
牛
玉
宝
印
を
貼
付
し
て
い
る
。
差
出
書
は
、

真
海
以
下
、
合
計
二
十
二
名
の
連
署
が
あ
り
、
法
華
堂
衆
の
衆
議
に
基
づ
く
起
請
文

と
い
え
る
。

法
華
堂
衆
に
お
け
る
「
記
録
」
と
は
、
一
同
の
集
団
意
志
決
定
を
後
世
に
残
す
約

定
状
で
あ
り
、
単
な
る
集
会
の
評
定
議
事
録
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る17

。

ま
た
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
五
月
十
四
日
条
に
は
、

一
、五
月
十
四
日
、《
法
花
堂
》
通
夜
衆
ニ
百
姓
凡
下
ノ
子
共
、
奈
良
田
舎
［　

］

ヨ
ラ
ス
叶
ヘ
カ
ラ
サ
ル
記
録
堅
在
之
、
庫
蔵
ニ
納
之
了
、

と
法
華
堂
通
夜
衆
の
身
分
に
つ
い
て
の
「
記
録
堅
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
庫
蔵
」
に

収
納
し
た
と
見
え
る
。
こ
の
「
記
録
堅
」
は
記
録
堅か
た

め
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
か
、
置

文
・
起
請
文
を
作
成
し
て
法
華
堂
の
文
書
蔵
に
収
納
し
た
と
の
意
に
解
し
た
い
。

以
上
か
ら
「
記
録
」
の
語
は
、
単
な
る
備
忘
録
・
会
議
録
の
意
で
は
な
く
、
衆
議

を
経
た
集
団
意
志
決
定
の
内
容
を
文
書
化
す
る
行
為
を
指
し
て
い
る
、
と
解
し
て
お

き
た
い
。
こ
れ
は
時
に
「
一
味
神
水
」
を
伴
っ
た
約
定
状
―
起
請
文
・
置
文
―
と
な

る
の
で
あ
る
。

②
「
記
録
」
の
利
用

当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
「
記
録
」
は
、
後
の
衆
議
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

寛
正
四
年
（
一
四
六
三)

十
二
月
十
二
日
条
は
、

一
、
新
仁
王
講
半
分
五
百
文
、
大
晦
日
ニ
下
行
ア
ル
ヘ
［　

］
音
信
ア
リ
ト
云

ヘ
ト
モ
、
先
年
ノ
記
録
ニ
任
セ
テ
ウ
ケ
ラ
レ
ス
、
仍
徒
ニ
越
年
ナ
リ
、

と
記
さ
れ
る
。
寛
正
四
年
十
二
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
法
華
堂
衆
は
、
新
仁
王

講
供
料
の
下
行
を
し
な
か
っ
た
尊
勝
院
と
交
渉
し
て
い
た
。
尊
勝
院
は
、
供
料
半
分

を
年
内
に
下
行
す
る
と
伝
え
て
き
た
が
、
こ
の
時
、
堂
衆
は
「
先
年
ノ
記
録
ニ
任
セ

テ
」
全
額
年
内
下
行
を
要
求
し
て
い
る
。
神
水
記
録
が
後
代
に
ま
で
効
力
を
有
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
僧
団
が
代
々
行
っ
て
き
た
「
記
録
」
が
ア
ー
カ

イ
ブ
さ
れ
、
そ
の
と
き
ど
き
の
衆
議
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
２
）「
先
記
」「
旧
記
」
の
利
用

さ
て
『
要
録
』
に
は
、「
先
記
」「
旧
記
」
を
利
用
し
た
場
面
も
散
見
す
る
。

寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
六
月
十
日
条
で
は
、
任
料
の
支
払
い
を
延
期
す
る
人
物

に
対
し
て
、
そ
の
人
物
を
堂
衆
の
集
う
場
に
呼
び
出
し
て
三
ヶ
月
以
内
に
支
払
う
よ

う
命
じ
た
。
こ
の
時
、堂
衆
は
「
先
記
等
ヲ
披
テ
堅
申
付
ラ
ル
、同
以
記
録
ア
リ
」
と
、

事
の
経
緯
を
記
す「
先
記
」を
示
し
つ
つ
、「
記
録
」す
な
わ
ち
約
定
状
の
作
成
を
行
っ

た
と
み
ら
れ
る18

。

寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
十
月
に
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
臨
時
受
戒
会
灯
油
の
負
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担
に
つ
い
て
東
南
院
・
堂
童
子
・
和
上
の
あ
い
だ
で
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、

東
南
院
は
「
先
規
」
を
参
照
し
、
和
上
は
「
旧
記
」
に
記
載
が
な
い
と
い
い
、
堂
童

子
は
口
伝
を
根
拠
に
各
自
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る19

。

寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
九
月
の
室
町
殿
足
利
義
政
東
大
寺
参
詣
に
際
し
て
は
さ

ま
ざ
ま
な
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

「
内
々
評
定
ア
リ
シ
ニ
寺
ニ
日
記
ア
ル
由
申
サ
ル
ゝ
」（
二
十
一
日
条
）、「
延
恵
返

事
ニ
、先
例
ハ
只
今
［　

］
如
シ
。
但
旧
記
ア
ラ
ハ
兎
モ
角
モ
ヤ
ス
カ
ル
ヘ
キ
」（
同

日
条
）、「
条
々
ノ
日
記
数
帖
ア
レ
ド
モ
」（
二
十
四
日
条
）
な
ど
旧
記
（
日
記
）
が

参
照
さ
れ
て
い
る
。
諸
集
団
の
意
見
が
食
い
違
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
で
あ
る
「
堂
方
先
記
」
と
「
寺
ノ
記
」
を
突
合
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
堂
衆

の
筆
師
延
恵
は
「
十
月
六
日
ニ
此
方
ノ
先
記
共
事
書
ノ
様
ニ
認
テ
出
ス
、
其
案
□
□

代
ノ
出
ニ
相
副
テ
置
也
」（
二
十
四
日
条
）
と
、
法
華
堂
衆
の
先
記
を
抄
出
し
た
証

拠
文
書
を
作
成
し
寺
門
に
送
付
し
て
い
る
。
そ
の
文
書
の
案
文
が
、
前
述
の
寛
正
六

年
十
月
七
日
法
華
堂
衆
書
状
案
で
あ
る
（
図
７
）20

。
書
状
の
差
出
書
は
「
法
花
堂
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
あ
き
ら
か
に
延
恵
の
筆
跡
で
あ
り
、
筆
師
延
恵
が
法
華
堂
衆
を

代
表
し
て
作
成
し
た
文
書
で
あ
る
。
延
恵
は
、
僧
団
外
と
の
交
渉
に
際
し
て
文
書
を

作
成
し
、
そ
の
案
文
を
保
管
す
る
と
同
時
に
そ
の
事
情
・
経
過
を
『
要
録
』
に
記
載

し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
十
月
に
は
、
臨
時
受
戒
会
の
先
例
調
査
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
、
興
福
寺
東
室
か
ら
の
下
問
に
対
し
て
「
良
専
日
記
ノ
面
ヲ
註
テ
進
畢
」21

と

良
専
の
「
日
記
」
か
ら
関
係
事
項
を
引
用
し
て
東
室
に
送
っ
て
い
る
。
良
専
と
は
、

永
享
一
年
（
一
四
二
九
）
に
法
華
堂
筆
師
と
し
て
見
え
る
人
物
で
、
延
恵
の
先
代
の

筆
師
と
思
わ
れ
る22

。
す
な
わ
ち
延
恵
は
法
華
堂
で
管
理
さ
れ
て
い
た
先
代
筆
師
良

専
の
日
記
を
利
用
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
特
別
な
事
件
に
つ
い
て
は
筆
師
が「
別
記
」

を
記
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る23

。

こ
の
よ
う
に
堂
家
に
は
、
代
々
の
筆
師
が
書
き
残
し
た
日
記
や
文
書
案
文
が
保
管

さ
れ
、
事
件
の
度
に
引
見
、
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、『
要
録
』
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
概
観
し
、
法
華
堂

衆
の
公
的
記
録
と
し
て
の
意
義
に
触
れ
た
。
た
だ
『
要
録
』
の
原
本
は
、
虫
損
が
激

し
く
開
披
が
困
難
な
た
め
原
本
調
査
が
難
し
い
。
ま
た
紙
背
文
書
の
詳
細
に
つ
い
て

も
調
査
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
菊
地
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
旧
記
抜
書
』『
雑
記
』
と

の
関
係
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
し
、
東
大
寺
や
京
都
大
学
に

保
管
さ
れ
る
法
華
堂
関
係
文
書
・
記
録
と
の
関
連
調
査
も
い
ま
だ
出
来
て
い
な
い
。

今
後
、
東
大
寺
堂
家
の
史
料
調
査
を
進
展
さ
せ
、
堂
衆
を
含
め
た
東
大
寺
史
の
全
体

像
解
明
の
た
め
に
も
、『
要
録
』
を
基
幹
と
し
た
調
査
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

（
謝
辞
）
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
文
書
・
写
真
帳
閲
覧
に
つ
い
て
坂
東
俊
彦
氏
（
東

大
寺
史
研
究
所
）、木
土
博
成
氏
（
京
都
大
学
文
学
研
究
科
助
教
）
の
協
力
を
賜
っ

た
。
ま
た
種
々
の
知
見
に
つ
い
て
は
、
校
本
作
成
に
当
た
っ
た
岩
永
紘
和
氏
・
川

口
成
人
氏
・
相
馬
和
将
氏
・
張
思
捷
氏
・
坂
東
俊
彦
氏
・
阪
東
寛
之
氏
・
三
輪
眞

嗣
氏
・
森
本
雅
崇
氏
と
の
議
論
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
。
末
筆
な
が
ら
謝
意
を
申

し
上
げ
ま
す
。
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後
注

1　

東
大
寺
薬
師
院
文
書
第
二
（
記
録
部
）
一
七
四
号

2　

早
稲
田
本
は
『
続
々
群
書
類
従
本
』
の
底
本
と
見
ら
れ
る
。

3　

東
大
寺
に
は
、
十
二
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
東
大
寺
要
録
』、
十
三
世
紀
半
ば
に
中
道
上
人

聖
守
（
一
二
一
九
～
九
一
）
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
東
大
寺
続
要
録
』
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
学

侶
の
視
点
か
ら
編
纂
さ
れ
た
寺
誌
で
あ
る
。
ま
た
東
大
寺
執
行
所
の
作
成
し
た
記
録
に
つ
い
て

は
、
遠
藤
基
郎
・
畠
山
聡
・
西
尾
知
已
・
三
輪
眞
嗣
編
『
中
世
東
大
寺
記
録
執
行
関
係
史
料
』

（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
二
〇
年
―
一
、二
〇
二
一
年
）
に
集
成
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
東
大
寺
出
世
後
見
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
基
郎
・
畠
山
聡
・
西
尾
知
已
・
三
輪
眞
嗣
編

『
中
世
東
大
寺
記
録
出
世
後
見
・
倶
舎
三
十
講
関
係
史
料
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果

報
告
二
〇
二
〇
年
―
二
、二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

4　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
宝
珠
院
文
書
七
巻
八
号

5　

康
正
三
年
三
月
二
十
四
日
東
大
寺
法
華
堂
堂
司
連
署
田
地
作
主
職
売
券
案
（
東
大
寺
未
成
巻

文
書
一
―
一
七
―
三
）・
長
禄
三
年
十
二
月
十
九
日
法
華
堂
満
堂
衆
等
連
署
置
文
（
京
都
大
学

総
合
博
物
館
所
蔵
東
大
寺
文
書
Ⅱ
―
一
九
）。

6　

永
享
元
年
十
二
月
八
日
東
大
寺
法
華
堂
堂
衆
等
連
署
作
所
職
地
主
方
地
子
契
約
状
（
東
大
寺

未
成
巻
文
書
一
―
八
―
六
）
な
ど
。

7　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
宝
珠
院
文
書
三
巻
六
八
号

8　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
宝
珠
院
文
書
三
巻
一
一
号

9　
「
中
世
後
期
東
大
寺
堂
衆
の
残
し
た
記
録
類
に
つ
い
て
」（「
日
本
中
近
世
寺
社
〈
記
録
〉
論

の
構
築
」
研
究
会
に
お
け
る
報
告
、
二
〇
二
一
年
七
月
十
七
日
）

10　
『
要
録
』長
禄
四
年
一
月
条「
］興
福
寺
西
金
堂
衆
、脇
坊
春
日
社
季
頭
ヲ
シ
テ
律
師
ニ
ア
カ
ル
、

シ
カ
ル
ヲ
堂
中
ノ
引
物
ヲ
サ
タ
ナ
キ
ニ
ヨ
［　

］
用
ス
、
サ
ル
ヲ
御
奉
書
ヲ
付
テ
出
仕
ス
、
但

堂
司
□
次
座
ニ
着
ス
ト
云
々
、
堂
務
ハ
寺
門
ニ
ハ
疑
講
ニ
准
□
、　

シ
カ
ラ
ハ
次
座
事
イ
ハ
レ

ス
、
戒
和
上
ハ
律
師
ニ
准
□
、
事
ノ
次
ア
テ
此
事
存
知
ノ
間
記
置
者
也
、」

11　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
東
大
寺
文
書
一
二
〇
号
「
法
華
堂
衆
議
決
録
」

12　

関
口
真
規
子「
東
大
寺
堂
衆
と
修
験
道
」（『
修
験
道
教
団
成
立
史
』、勉
誠
出
版
、二
〇
〇
九
年
。

初
出
二
〇
〇
五
年
。
一
〇
六
・
一
〇
七
頁
）
に
翻
刻
が
あ
る
。
筆
跡
は
京
都
大
学
附
属
博
物
館

所
蔵
写
真
帳
で
確
認
し
た
。

13　

筒
井
寛
秀
氏
所
蔵
東
大
寺
文
書
三
二
―
三
～
五
号
（
研
究
代
表
者
近
藤
成
一
『
未
完
古
文
書

釈
文
作
成
の
た
め
の
協
調
作
業
環
境
の
構
築
』
二
〇
一
三
―
二
〇
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
基
盤
（
A
）
課
題
番
号
二
五
二
四
〇
〇
五
二
、二
〇
一
七
年
）。
本
文
書
の
存
在
は
、
西
尾
知

已
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

14　

ち
な
み
に
三
二
―
五
号
文
書
の
紙
背
に
貞
和
五
年
六
月
十
三
日
の
「
集
会
」
で
「
評
定
」
し

た
内
容
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、
集
会
の
議
事
録
に
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

15　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
宝
珠
院
文
書
三
巻
六
二
号

16　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
宝
珠
院
文
書
三
巻
八
四
号

17　

寺
僧
集
団
の
評
議
に
よ
る
約
定
状
（
起
請
文
・
置
文
な
ど
）
を
「
記
録
」
と
明
記
し
た
初
見

は
、文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
九
月
日
東
大
寺
学
侶
連
署
起
請
文
（
鎌
倉
遺
文
一
〇
五
〇
四
号
）

で
あ
る
。「
記
録
」
の
文
言
は
な
い
が
、
仁
治
二
年
九
月
二
十
三
日
（
一
二
四
一
）
東
大
寺
八

講
衆
連
署
置
文
が
こ
れ
に
先
行
す
る
（
端
裏
書
に
は
「
御
八
講
任
次
第
記
録
」
と
あ
る
）。
鎌

倉
時
代
に
は
、
約
定
状
を
記
録
と
称
す
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
一
般
化
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

18　

以
下
、本
文
を
引
用
す
る
。
寛
正
二
年
六
月
十
日
条
「
一
、寛
正
二
〈
辛
／
巳
〉
六
月
十
日
ニ
、

温
病
ニ
ヨ
テ
正
真
死
去
、
須
契
状
ニ
マ
カ
セ
テ
、
与
次
郎
正
法
タ
ル
ヘ
キ
処
ニ
、
任
料
千
［　

］

事
来
年
マ
テ
延
引
ノ
侘
事
、
粗
其
サ
タ
ア
ル
ニ
ヨ
テ
、
舎
利
講
ノ
次
ニ
上
坊
ニ
テ
三
ケ
月
ヲ
過

ヘ
カ
ラ
サ
［　

］
先
記
等
ヲ
披
テ
堅
申
付
ラ
ル
、
同
以
記
録
ア
リ
、」

19　

以
下
、
本
文
を
引
用
す
る
。
寛
正
三
年
十
月
条
「
一
、
臨
時
受
戒
会
ニ
会
堂
ニ
ト
ホ
ス
油
事
、

東
南
院
殿
□
堂
童
子
伺
申
之
間
、
先
規
ニ
御
入
ナ
キ
由
返
答
ア
テ
、
和
上
辺
へ
御
尋
之
処
ニ
、

和
上
又
旧
記
ナ
シ
ト
テ
ト
ホ
サ
ス
、
仍
堂
童
子
先
々
《
マ
ツ
ヽ
ヽ
》
ト
ホ
ス
ト
云
リ
、
恒
例
ノ

時
ハ
権
和
上
役
ニ
テ
油
三
升
出
之
ナ
リ
［　

］
云
ハ
サ
ル
ニ
、
権
和
上
サ
タ
ア
ル
ヘ
キ
事
也
、」

20　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
宝
珠
院
文
書
三
巻
一
一
号
。
案
文
の
袖
に
「
寛
正
六
年
〈
乙
酉
〉

九
月
廿
一
日
御
下
向
已
後
、十
月
五
日
之
案
文
」（
追
筆
）
と
あ
る
が
、案
文
の
日
付
は
同
月
「
六

日
」
を
「
七
日
」
に
訂
正
し
て
い
る
。
十
月
五
日
に
「
十
月
六
日
」
付
の
案
文
を
作
成
し
、
何
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ら
か
の
事
情
で
正
文
の
日
付
を
翌
日
付
に
変
更
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
要
録
』
記
載
の
内
容
と

は
齟
齬
し
な
い
。
こ
の
案
文
は
、
応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
九
月
十
一
日
と
同
二
十
四
年

八
月
二
十
四
日
の
将
軍
足
利
義
持
、永
享
元
年
足
利
義
教
の
南
都
下
向
の
例
を
旧
記
に
当
た
り
、

執
金
剛
神
開
帳
に
際
し
て
御
戸
張
料
・
堂
司
精
進
料
を
寺
門
が
拠
出
し
て
い
た
先
例
を
抜
粋
し

て
、今
回
の
寛
正
六
年
の
足
利
義
政
参
詣
で
も
寺
門
が
費
用
を
負
担
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

以
下
、
長
文
で
あ
る
が
、
未
紹
介
文
書
で
あ
る
の
で
翻
刻
を
掲
げ
る
。
な
お
本
文
書
に
つ
い
て

は
三
輪
眞
嗣
氏
か
ら
も
情
報
を
得
た
。

「
寬
正
六
年(

乙
酉
〉
九
月
廿
一
日
御
下
向
已
後
、
十
月
五
日
之
案
文
」

応
永
廿
三
年
〈
丙
／
申
〉
九
月
十
一
日
御
下
向
、
執
金
剛
神

御
開
帳
在
之
、
仍
任
旧
例
、
戸
張
被
懸
賛（

替
）、

同
御
前
之
下
畳
二
帖
、
御
座
一
帖
、
被
残
□
［ 

《
并
》o

堂
司
精
進
料
可
出
給
之
由
、
相
構
而
愁
訴
［

申
旨
為
非
理
、
寺
門
之
伽
藍
本
尊
也
、
仍
可
［

訴
陳
乎
、
不
可
有
承
引
、
評
定
之
余
、
十
一
月
一
［

於
二
月
堂
御
神
水
在
之
云
々
、
爰
御
寺
□

尊
勝
院
家
八
幡
宮
三
七
日
御
参
籠
于
□

以
《
寬
実
》
伊
与
擬
講
為
朔
日
之
処
、
神
水
事
且
□

不
吉
也
、
其
上
堂
家
【
申
処
】《
訴
訟
》、
尤
有
其
謂
、
□

先
堂
司
分
百
疋
被
渡
之
《
八
幡
宮
御
講
料
足
之
内
下
行
也
ト
云
々
、》、
其
余
事
者
［

可
有
御
口
入
之
由
、
依
宥
仰
蒙
十
一
月
七
日
［

追
百
疋
分
下
畢
、

一
、
同
廿
四
年
〈
丁
／
西
〉
八
月
廿
四
日
御
下
向
、
同
廿
九
日

執
金
剛
神
御
開
帳
在
之
、
為
小
河
殿
三
□

御
参
詣
也
、
被
准
御
下
向
開
帳
之
由
、
寺
門

歎
申
処
、
為o

「
御
」
私
之
儀
之
間
、
不
可
有
存
知
之
□

在
之
、
尚
以
越
訴
之
処
、
終
百
疋
下
分
出
ス
、

一
、(

合
点)

永
享
元
年
《【
己
酉
】
九
月
廿
一
日
、
同
廿
九
日
御
上
洛
》
普
光
院
御
下
向
任
嘉
□

執
金
剛
神
御
開
帳
在
之
、
戸
張
御
事
□

内
々
《
憲
延
、
于
時
ア
サ
リ
、》
大
進
得
業
辺
江
申
処
、
御
戸
張
事
□

猶
以
兼
不
分
公
私
、
一
両
年
中
可
［

懸
賛（
替
）先
百
疋
事o

「
自
」
寺
門
可
被
出
之
由
、
依
申
□

十
月
十
一
日o

「
於
御
影
坊
」
請
取
申
畢
、

一
、
伽
藍
尊
神
寺
門
之
御
進
止
、
於
堂
家
□

勤
行
供
花
之
外o

「
雖
」
不
可
有
執
心
、
且
者
□

崇
敬
之
余
、
且
者
寺
門
興
隆
之
故
也
、

御
戸
張
事
尚
令
被
寄
置
者
、
神
之
□

軽
、
人
之
敬
廃
歟
、
仍
今
度
御
下
向
□

以
書
状
申
、
以
使
者
申
処
、o

「
執
金
剛
神
御
」
開
帳
以
下
事

無
旧
記
之
由
示
給
条
千
万
驚
入
存
候
、

堂
司
七
ヶ
日o

「
於
」
精
進
別
火
以
下
苦
労
□

不
便
事
候
歟
、
就
中
寺
門
一
大
事
之
時
□

或
三
ヶ
日
或
七
ヶ
日
勤
行
御
沙
汰
之
［

非
分
致
精
進
潔
斎
、
毎
日
開
軸
御
□

o

「【
□
□
□
□
□
】」
敷
設
以
下
用
意
雖
非
無
其
煩
、
曽
以
□
（
無
ヵ
）

被
表
左
様
之
儀
、
御
代
一
度
之
開
帳
□
（
実
ヵ
）

邂
逅
之
儀
【
頗
雖
無
先
規
】
争
無
御
調
□

歟
、
御
帳
料
精
進
料
速
以
出
給
者
尤

衆
悦
者
也
、
彼
御
張
料
事
雖
為
最
少
事
□

相
積
而
一
両
年
中
奉
懸
賛
可
奉
表
寺
［

繁
昌
之
旧
儀
、
不
然
者
雖
経
年
々
歳
々
［

奉
懸
之
哉
、
偏
願
尊
神
之
照
覧
、
宜
預
被

評
定
者
、
寺
門
惣
□
之
擁
護
、
各
々
之
願
［

不
成
就
乎
之
由
、
能
々
可
被
御
披
露
者
也
、

寛
正
六
年
〈
己
／
酉
〉
十
月
【
六
日
】「
七
日
」
法
花
堂
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以
下
、
本
文
を
引
用
す
る
。
応
仁
二
年
十
月
条
「
一
、
興
福
寺
別
当
東
門
院
殿
ヘ
臨
時
受
戒

会
事
ニ
両
堂
司
出
ラ
□
、
琳
乗
房
経
算
出
向
テ
、
既
ニ
領
状
ノ
上
ハ
目
出
シ
ト
ノ
分
也
、
一
、

臨
時
受
戒
会
ニ
平
ノ
良
家
御
受
戒
ア
リ
ヤ
ナ
シ
ヤ
ノ
事
、
今
度
大
乗
院
ア
ソ
ハ
ス
ニ
伺
テ
、
東

室
殿
ヨ
リ
先
規
御
尋
ノ
間
、
応
永
ニ
勧
修
寺
殿
臨
時
御
受
戒
ニ
ハ
、
本
受
者
三
人
同
年
号
ニ
、

大
乗
院
殿
臨
時
御
受
戒
ニ
ハ
法
雲
院
禅
師
御
房
、
光
明
院
褝
師
御
房
サ
タ
ア
ル
分
、
良
専
日
記

ノ
面
ヲ
註
テ
進
畢
」

22　

永
享
一
年
十
二
月
八
日
東
大
寺
法
華
堂
衆
等
連
署
作
所
職
地
主
方
地
子
契
約
状
（
東
大
寺
未

成
巻
文
書
一
―
八
―
六
）

23　

例
え
ば
、
長
禄
四
年
四
月
条
「
］
執
金
剛
神
御
門
〈
四
足
〉
以
外
ニ
破
損
ノ
間
、
北
方
分
ヲ
、

堂
中
ノ
沙
汰
ト
シ
テ
払
葺
ヲ
沙
汰
畢
、
卯
月
十
日
ヨ
リ
始
、
巨
細
別
記
ア
リ
、」、
文
明
十
三
年

四
月
二
十
日
「
読
師
延
恵
サ
タ
□
□
法
花
会
ノ
事
別
記
ニ
ク
ハ
シ
ク
ア
ル
ヘ
シ
」
な
ど
が
あ
る
。



編集後記

2018 年 4 月に始まったこのプロジェクトの 3・4 年目は、2020 年 2 月からの新型コ
ロナウイルス感染症の拡大により、調査活動などが大幅に制限され、プロジェクトの進行
が危ぶまれた。しかしそうした困難にもかかわらず、本報告書に示したように、万全とは
言えないものの、一定度成果を出すことができた。グループメンバーのご尽力、そして協
力いただいた研究補助スタッフ・調査先寺社・機関のご厚意に支えられたものであり、こ
の場を借りて深く感謝申しあげたい。

ただしなお積み残しの翻刻史料や、学界で共有されるべき未発表の知見などもある。そ
れらについては、今後メンバー各位が折に触れ成果を発表し、寺社記録論の進展に裨益さ
れんことを願う次第である。

なお本書の編集事務は、代表遠藤・比企貴之（DTP 制作担当。もと本科研研究支援専門員、
現國學院大學研究開発推進機構助教）が当たった。
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